
三 郷 中 央 地 区 地 区 整 備 計 画 

地区の名称 A地区 B地区 C地区 D地区 E地区 F地区 G地区 H地区 I地区 

用途地域 
第一種中高層 
住居専用地域 
１５０／６０ 

第一種住居地域 
２００／６０ 

準住居地域 
２００／６０ 

近隣商業地域 
２００／８０ 

商業地域 
３００／８０ 

商業地域 
４００／８０ 

準工業地域 
２００／６０ 

防火地域及び 
準防火地域 

準防火地域 防火地域 

建築物の用途 
の制限 

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

1.倉庫の用途に 
 供する部分の 
 床面積が1,500㎡ 
 を超える建築物 
 

2.葬儀場、セレモ 
 ニーホールその 
 他これらに類す 
 るもの（結婚式場 
 を除く） 
 

3.畜舎 

1.都市計画道路新和吉川 
 線又は新和高須線に接す 
 る敷地にある建築物の１階 
 部分のうち、当該道路に 
 面する部分を住宅、共同 
 住宅、寄宿舎又は下宿の 
 用途（エントランス・機械 
 室・管理人室その他これら 
 に類するものを除く。）に 
 供するもの 
 

2.葬儀場、セレモニーホー 
 ルその他これらに類する 
 もの（結婚式場を除く） 
 

3.畜舎 

1.葬儀場、セレモ 
 ニーホールその 
 他これらに類す 
 るもの（結婚式場 
 を除く） 
 

2.畜舎 

1.都市計画道路三郷中央北 
 通り線、三郷中央東西線３号、 
 三郷中央南通り線、新和吉川 
 線、新和高須線に接する敷地 
 にある建築物の１階部分の 
 うち、当該道路に面する部分 
 を住宅、共同住宅、寄宿舎 
 又は下宿の用途（エントラン 
 ス・機械室・管理人室その他 
 これらに類するものを除く。） 
 に供するもの 
 

2.葬儀場、セレモニーホール 
 その他これらに類するもの 
 （結婚式場を除く） 

1.葬儀場、セレモ 
 ニーホールその 
 他これらに類す 
 るもの（結婚式場 
 を除く） 

1.工場（建築基準法施行令第１３０条の６に規定するもの及び 
 作業場の床面積の合計が３００㎡を超えない自動車修理工場 
 を除く。） 
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条 
 第６項第１号、第２号、第３号、第４号、第５号及び第６号に 
 該当する営業の用に供する建築物 
3.建築物の１階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の 
 用途（エントランス・機械室・管理人室その他これらに類する 
 ものを除く。）に供するもの 
4.葬儀場、セレモニーホールその他これらに類するもの 
 （結婚式場を除く） 

1.劇場、映画館、演芸場 
 又は観覧場 
 

2.マージャン屋、ぱちん 
 こ屋、射的場、勝馬 
 投票券発売所、場外 
 車券売場その他これら 
 に類するもの 
 

3.ホテル又は旅館 
 

4.葬儀場、セレモニー 
 ホールその他これらに 
 類するもの（結婚式場 
 を除く） 
 

5.畜舎 5. ガソリンスタンド 

 ただし、土地区画整理事業による換地先において不適合となる存置建築物・移転建築物においては適用しない。 

建築物の 
敷地面積の 
最低限度 

１２０㎡ 

都市計画道路市役所通り線又は三郷中央西通り線、
三郷中央北通り線、三郷中央東西線３号、三郷中央
東西線５号、三郷中央南通り線、新和吉川線、新和
高須線に接する敷地については、２００㎡とする。そ
れ以外の敷地については、１２０㎡とする。 

２００㎡ 

 駅前交通広場に接する敷地に 
ついては、５００㎡とする。それ 
以外の敷地については、２００㎡ 
とする。 

１２０㎡ 

 ただし、土地区画整理事業での換地面積が上記に満たない敷地については換地面積とする。 

敷地土留めの 
高さの最高限度 

道路面から５０ｃｍ 

壁面の 
位置の制限 

 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面、又は高さ２ｍを超える門若しくは塀の面から道路境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

 また、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は５０㎝以上とする。ただし、北側に道路がある敷地の北側については、 
５０㎝以上とすることができる。 
 また、次に掲げるものはこの限りではない。 
１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下である建築物の部分 
２ 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 
３ 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が２０㎡以内であるもの 
４ 出窓で、床面からの高さが３０㎝以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が５０㎝以下のもの 
５ 法令及び条例に特別の定めがあるもの 

 また、次に掲げるものはこの 
限りではない。 
１ 法令及び条例に特別の定め 
 があるもの 

  ただし、駅前交通広場に接する 
敷地において、建築物の１階部 
分の外壁又はこれに代わる柱の 
面から、道路境界線までの距離 
は２ｍ以上でなければならない。 
 また、次に掲げるものはこの 
限りではない。 
１ 法令及び条例に特別の定め 
 があるもの 

 A～F地区と同様 

 なお、施行日以前に建築された建築物及び事業上の移転建築物にかかる敷地については、上記の距離を確保するよう努めるものとする。 

建築物等の形態 
又は色彩その他 
の意匠の制限 

 建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲の景観と調和したものとする。 

突き出し広告物は、自己
の用に供する建築物で、
突き出し幅が１．２ｍ以下
かつ、表示面積２㎡以下
のものとする。（都市計画
道路に面する側を除く。） 

垣又はさくの 
構造の制限 

 道路及び隣地に面する側に設ける垣又はさくの構造は次に掲げるものとする。ただし、ゴミ集積所の囲い又は門柱等においてはこの限りではない。 

１ 生け垣 
３ 道路面からの高さが１．５ｍ以下の塀（ただし、補強コンクリートブロック造等による構造とする。） 

２ 鉄柵・金網等の透視可能なフェンス 
４ 法令及び条例に特別の定めのあるものはその例による 

※用語の定義及び算定方法については、特別の場合を除き、建築基準法及び建築基準法施行令によります。 
※本表における建築物等の用途の制限は、建築基準法に基づきます用途地域による制限に加えて、地区計画において制限を行うもののみを記載しております。 

計画決定：平成１２年 ７月２８日 
最終変更：平成２５年１２月 ２日 


